
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補助の対象となる事業 

次の分野に該当する事業で、補助対象事業費が 

３０万円以上の事業を対象とします。 

(1)まちづくりの推進を図る事業 

(2)保健、医療又は福祉の増進を図る事業 

(3)環境の保全を図る事業 

(4)教育・文化・スポーツの振興を図る事業 

(5)国際化の推進を図る事業 

(6)地域の安全を図る事業 

(7)その他地域の活性化に資するものと知事が認める事業 

募集要件 

行政課題・社会的課題（県からのテーマ、ＮＰＯから

の自由テーマ）に対して、ＮＰＯと県や市町村が適切な

役割のもと、共通の目的をもって協働して実施すること

で相乗効果をあげる事業（県から提案するテーマについ

ては、募集要項をご覧ください。） 

なお、行政機関、財団法人など他の機関から助成を受

ける事業や県外で実施する事業などは、補助の対象にな

りませんので、ご注意ください。 

募集期間 

平成３０年4月２日(月)から平成３０年5月１７日(木) 

応募資格 

次の要件全てに該当する団体とします。 

(1)県又は市町村とＮＰＯ等を含む2者以上が協働し 

 て行う事業であること 

(2)県内に事務所を有し、かつ県内で自主的に活動し

ている営利を目的としない民間の団体 

 （法人格の有無は問いません。） 

(3)10人以上で構成されていること 

(4)成人が代表者になっていること 

(5)組織の運営に関する規則（会則等）があること 

(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体では

ないこと。また、特定の公職者（候補者を含む） 

または政党を推薦支持反対することを目的とした

団体ではないこと 

(7)暴力団等ではないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助額、補助回数、補助事業の実施期間 

(1)補助額は、補助の対象となる事業費の１／２以内

で１００万円を限度とし、予算の範囲内で決定しま

す。 

(2)採択件数は、予算の範囲内で助成するため、１０

件程度の予定です。 

(3)補助回数は、制限を設けませんが、新規団体を優

先して採択します。 

(4）補助事業の実施期間は、交付決定を受けた日 

 (平成30年６月２９日予定)～平成３１年３月３１

日までとします。 

提出先及び提出方法 

所定の様式により山梨県庁県民生活・男女参画課Ｎ 

ＰＯ・人権担当まで持参又は郵送で提出してください。 

（郵送の場合は、当日消印有効） 

  審査 

  書類審査、選考委員会（平成３０年６月頃を予定）

による審査（質疑応答等）により選考を行います。 

その他 

申請の際は、必ず県ホームページの募集要項等を、

ご覧ください。 

http://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/3

1315204541.html 

お問い合せ 

山梨県県民生活部県民生活・男女参画課 

ＮＰＯ・人権担当 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内１-６-１ 

TEL：055-223-1351 FAX：055-223-1320 

Ｅmail：kenmin-skt@pref.yamanashi.lg.jp 
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